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地域密着型介護予防サービス 基準等を定める条例と解釈通知対応表
大村市条例・・・大村市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等を定める条例（平成 25 年大村市条例第 4号）

解釈通知・・・・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331004 号、老振

発第 0331004 号、老老発第 0331017 号）（抄）

令和６年４月１日現在

大村市条例 解釈通知

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第１１５条の１２第２項第１号並びに第１１５条の１４第１項及び第２

項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営等に関する基準等を定めるものとする。

第４ 地域密着型介護予防サービス

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。

(1) 地域密着型介護予防サービス事業者 法第８条の２第１２項に規定する

地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サ

ービス それぞれ法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防

サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービスをいう。

(3) 利用料 法第５４条の２第１項に規定する地域密着型介護予防サービス

費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(4) 地域密着型介護予防サービス費用基準額 法第５４条の２第２項第１号

又は第２号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

（その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超

えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額と

する。）をいう。

(5) 法定代理受領サービス 法第５４条の２第６項の規定により地域密着型

介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型介護予防サービス

事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護予防サービス費に係る指定地

域密着型介護予防サービスをいう。
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(6) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所におい

て常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業

者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

（指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則）

第３条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を

尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならな

い。

２ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の

地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者（介護予防

サービス事業を行う者をいう。以下同じ。）その他の保健医療サービス及び福

祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

３ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防

止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を

実施する等の措置を講じなければならない。

４ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービ

スを提供するに当たっては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等

関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければ

ならない。

一 地域密着型介護予防サービスに関する基準について

地域密着型介護予防サービスに関する基準については、「指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」にお

いて定められているところであるが、このうち、三に記載する「介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準」については、指定地域密着型介護

予防サービスの提供に当たっての基本的な指針となるべきものであり、今般

の制度改正に基づく地域密着型介護予防サービスの創設に伴い、新たに制定

された基準である。今後の地域密着型介護予防サービスの運営に当たって

は、当該基準に従った適正な運営を図られたい。

なお、①人員、②設備及び③運営に関する基準については、二に記載する

事項を除き、その取扱いについては、基本的には、第３に記載した地域密着

型サービスに係る取扱いと同様であるので、第３の該当部分を参照された

い。

（指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者）

第４条 法第１１５条の１２第２項第１号の条例で定める者は、法人である者

とする。

第２章 介護予防認知症対応型通所介護

第１節 基本方針

第５条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通

所介護（以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。）の事業は、そ

の認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。以下同じ。）である

利用者（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以

下同じ。）が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことがで

きるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者

の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目

指すものでなければならない。

第二章 介護予防認知症対応型通所介護
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第２節 人員及び設備に関する基準

第１款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護

（従業者の員数）

第６条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等（特

別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５

に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）、同法第２０条の４に規

定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社

会福祉施設又は特定施設に併設されていない事業所において行われる指定介

護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。））の事業を行う者及び併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設されて

いる事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以

下同じ。）の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者

の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護（単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において行われる指定

介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の提供日ごとに、当該単

独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生

活相談員（専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提

供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して

得た数が１以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又

は介護職員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごと

に、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当

たる看護職員又は介護職員が１以上及び当該単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員（いずれ

も専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当た

る者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が１以上確

保されるために必要と認められる数

(3) 機能訓練指導員 １以上
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２ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第２号の看護職

員又は介護職員を、常時１人以上当該単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護に従事させなければならない。

３ 第１項第２号の規定にかかわらず、同項の看護職員又は介護職員は、利用

者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができるもの

とする。

４ 前３項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位は、単

独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護であってその提供が同時に１又は複数の

利用者（当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者（大村市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２５年

大村市条例第３号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第６

２条第１項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者をい

う。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護（同

項第１号に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護をいう。以下

同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっ

ては、当該事業所における単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護又は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の利用者。以下この条にお

いて同じ。）に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員（当該単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる

利用者の数の上限をいう。第８条第２項第１号アにおいて同じ。）を１２人以

下とする。

５ 第１項第３号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退

を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるも

のとする。

６ 第１項の生活相談員、看護職員又は介護職員のうち１人以上は、常勤でな

ければならない。

７ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設
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型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定地域密着型サービス基準条例第６２条第１項から第６項

までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。

（管理者）

第７条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、

又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

２ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適

切な単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必

要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修

了しているものでなければならない。

（設備及び備品等）

第８条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は、食堂、

機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非

常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計

した面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

イ アの規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその

提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に

支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができ

る。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されて

いること。

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応
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型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に

対する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に支障がな

い場合は、この限りでない。

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）に

は、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るも

のとする。

５ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定地域密着型サービス基準条例第６４条第１項から第３項

までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項から第３項

までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第２款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

（従業者の員数）

第９条 指定認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域密着型サービス基準条

例第１１１条第１項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をい

う。以下同じ。）若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所（第

７２条第１項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をい

う。次条において同じ。）の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設（指

定地域密着型サービス基準条例第１３０条第１項に規定する指定地域密着型

特定施設をいう。次条及び第４５条第６項において同じ。）若しくは指定地域

密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条例第１５１条第１

項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条及び第４５条第

６項において同じ。）の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又

は施設（第１１条第１項において「本体事業所等」という。）の利用者、入居

者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護（以下「共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。）の事業を行う者（以下「共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。）

に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と

当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者（当該共用型指定介
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護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業

者（指定地域密着型サービス基準条例第６５条第１項に規定する共用型指定

認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）指定を併せて受け、かつ、

共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型

通所介護（同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあって

は、当該事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用

型指定認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。）の数を合計した

数について、第７２条又は指定地域密着型サービス基準条例第１１１条、第

１３１条若しくは第１５２条の規定を満たすために必要な数以上とする。

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応

型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サー

ビス基準条例第６５条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをも

って、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（利用定員等）

第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該

共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上

限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第２０項又

は第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、

指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条例第１８

０条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下こ

の項において同じ。）を除く。）においては施設ごとに１日当たり３人以下と

し、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに

当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１２人

以下となる数とする。
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２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス（法

第４１条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定地域

密着型サービス（法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス

をいう。以下同じ。）、指定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定する指定

居宅介護支援をいう。）、指定介護予防サービス（法第５３条第１項に規定す

る指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着型介護予防サー

ビス若しくは指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防

支援をいう。）の事業又は介護保険施設（法第８条第２５項に規定する介護保

険施設をいう。以下同じ。）若しくは健康保険法等の一部を改正する法律（平

成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第

３号に規定する指定介護療養型医療施設の運営（第４５条第７項及び第７２

条第９項において「指定居宅サービス事業等」という。）について３年以上の

経験を有する者でなければならない。

（管理者）

第１１条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。なお、共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、他の本体事業所等の職務に

従事することとしても差し支えない。

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験

を有する者であって、第７条第２項に規定する厚生労働大臣が定める研修を

修了しているものでなければならない。

第３節 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第１２条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者をいう。以下同じ。）は、指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第２８条



別添２

9

に規定する運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者（第６条

第１項又は第９条第１項の従業者をいう。以下同じ。）の勤務の体制その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なけれ

ばならない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用申込者又はその家族か

らの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第４項

で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文

書に記すべき重要事項を電子情報処理組織（指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。以下同じ。）を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以

下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。こ

の場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該文

書を交付したものとみなす。

（1）電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
ア 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と利用

申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通

じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す

る方法

イ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じ

て利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法

（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合

にあっては、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法）

（2）磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一
定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに

前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力

することにより文書を作成することができるものでなければならない。

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第２項の規定により第１項

に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込
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者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を

示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

（1）第２項各号に規定する方法のうち指定介護予防認知症対応型通所介護事業
者が使用するもの

（2）ファイルへの記録の方式
５ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法

による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家

族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはな

らない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾

をした場合は、この限りでない。

（提供拒否の禁止）

第１３条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、正当な理由なく指定

介護予防認知症対応型通所介護の提供を拒んではならない。

（サービス提供困難時の対応）

第１４条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以

下同じ。）の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提

供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指

定介護予防認知症対応型通所介護を提供することが困難であると認めた場合

は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定介

護予防認知症対応型通所介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに

講じなければならない。

（受給資格等の確認）

第１５条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証に

よって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確か

めるものとする。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の被保険者証に、法第

１１５条の１３第２項の規定により認定審査会意見が記載されているとき
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は、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防認知症対応型通所介護を

提供するように努めなければならない。

（要支援認定の申請に係る援助）

第１６条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者

については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請

が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申

請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援（これに相当

するサービスを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必

要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受け

ている要支援認定の有効期間が終了する日の３０日前にはなされるよう、必

要な援助を行わなければならない。

（心身の状況等の把握）

第１７条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開

催するサービス担当者会議（大村市指定介護予防支援等の事業の人員、運営

等に関する基準等を定める条例（平成２７年大村市条例第５号。以下「指定

介護予防支援等基準条例」という。）第３３条第９号に規定するサービス担当

者会議をいう。以下この章において同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状

況等の把握に努めなければならない。

（介護予防支援事業者等との連携）

第１８条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症

対応型通所介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな

らない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型
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通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導

を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供

及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め

なければならない。

（地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助）

第１９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則（平

成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。）第８５条の２各号の

いずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予

防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け

出ること等により、地域密着型介護予防サービス費の支給を受けることがで

きる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することそ

の他の地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行

わなければならない。

二 個別サービスの相違点

１ 介護予防認知症対応型通所介護

地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助（予防基準第

18条）
介護給付においては、予防基準第 18条は、施行規則第 85条の２各号のい
ずれにも該当しない利用者は、提供を受けようとしている指定介護予防認知

症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるこ

とができないことを踏まえ、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

施行規則第 85条の２各号のいずれにも該当しない利用申込者又はその家族
に対し、指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サー

ビス費の支給を受けるための要件の説明、介護予防支援事業者に関する情報

提供その他の地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるために必要な

援助を行わなければならないこととしたものである。

（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供）

第２０条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防サービス計

画（施行規則第８５条の２第１号ハに規定する計画を含む。以下同じ。）が作

成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防認知症対応型通所介護

を提供しなければならない。

（介護予防サービス計画等の変更の援助）

第２１条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者が介護予防サ

ービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者

への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

（サービスの提供の記録）

第２２条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症

対応型通所介護を提供した際には、当該指定介護予防認知症対応型通所介護

の提供日及び内容、当該指定介護予防認知症対応型通所介護について法第５

４条の２第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護

予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を
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記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型

通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録する

とともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方

法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

（利用料等の受領）

第２３条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当する指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、その利

用者から利用料の一部として、当該指定介護予防認知症対応型通所介護に係

る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除し

て得た額の支払を受けるものとする。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該

当しない指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者から

支払を受ける利用料の額と、指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域

密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないよう

にしなければならない。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前２項の支払を受ける額の

ほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者

に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定介護

予防認知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必

要となる費用の範囲内において、通常の指定介護予防認知症対応型通所介護

に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に

おいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係

る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

４ 前項第３号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところに

よるものとする。

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第３項の費用の額に係るサ

ービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該
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サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければな

らない。

（保険給付の請求のための証明書の交付）

第２４条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用料の支払を受

けた場合は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護の内容、費用の額

その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し

て交付しなければならない。

（利用者に関する市への通知）

第２５条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症

対応型通所介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定介護予防認知症対応型通所介護の利用に関する指示

に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又

は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

（緊急時等の対応）

第２６条 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、現に指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合

その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を

講じなければならない。

（管理者の責務）

第２７条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者（第７条又は第

１１条の管理者をいう。以下この条及び第４３条において同じ。）は、指定介

護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防認知症

対応型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の

管理を一元的に行うものとする。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、当該指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要

な指揮命令を行うものとする。
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（運営規程）

第２８条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程（以下この章において「運営規程」という。）を定めておかなけれ

ばならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員（第６条第４項又は第１０

条第１項の利用定員をいう。第３０条において同じ。）

(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第２９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対し適切な

指定介護予防認知症対応型通所介護を提供できるよう、指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所ごとに、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従

業者によって指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならな

い。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限

りでない。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介

護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

その際、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、全ての介護予防

認知症対応型通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専

門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他

これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ

るために必要な措置を講じなければならない。
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４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動

又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超

えたものにより介護予防認知症対応型通所介護従業者の就業環境が害される

ことを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならな

い。

（業務継続計画の策定等）

第２９条の２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、感染症や非常災害

の発生時において、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従

い必要な措置を講じなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介

護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直

しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

（定員の遵守）

第３０条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用定員を超えて指

定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害

その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

（非常災害対策）

第３１条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に関する具

体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、そ

れらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要

な訓練を行わなければならない。

（衛生管理等）

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に

当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
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第３２条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者の使用する施

設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、

又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に

掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及び
まん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報

通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができる

ものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及び
まん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介
護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止

のための研修び訓練を定期的に実施すること。

（掲示）

第３３条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症

対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重要事項」という。）

を掲示しなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、重要事項を記載した書面を当

該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつ

でも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代える

ことができる。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェ

ブサイトに掲載しなければならない。

（秘密保持等）

第３４条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者は、正当な理由

がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならな

い。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対
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応型通所介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を

講じなければならない。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、サービス担当者会議等にお

いて、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個

人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかな

ければならない。

（広告）

第３５条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽

又は誇大なものとしてはならない。

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止）

第３６条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援事業者

又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させる

ことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

（苦情処理）

第３７条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予

防認知症対応型通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適

切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措

置を講じなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場

合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知

症対応型通所介護に関し、法第２３条の規定により市が行う文書その他の物

件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応

じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市か

ら指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、市からの求めがあった場合

には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知

症対応型通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会

（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する
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国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第１７６条第１項第３

号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は

助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ

なければならない。

６ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、国民健康保険団体連合会か

らの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に

報告しなければならない。

（事故発生時の対応）

第３８条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定

介護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市、当

該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとと

もに、必要な措置を講じなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故

に際して採った処置について記録しなければならない。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予

防認知症対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならない。

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第８条第４項の単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が

発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなけれ

ばならない。

（虐待の防止）

第３８条の２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、虐待の発生又はそ

の再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のため
の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防認知

症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のため
の指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症
対応型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する

こと。
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(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

（会計の区分）

第３９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防認知症

対応型通所介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならな

い。

（地域との連携等）

第４０条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表

者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する市の職員又は当該

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第１

１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターの職員、介護予防認知

症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又は

その家族（以下この項及び第５０条において「利用者等」という。）が参加す

る場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を

得なければならない。）（以下この項において「運営推進会議」という。）を設

置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運

営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助

言等を聴く機会を設けなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、

助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければなら

ない。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との

交流を図らなければならない。

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情

に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施す

る事業に協力するよう努めなければならない。

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定

介護予防認知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利
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用者以外の者に対しても指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行うよ

う努めなければならない。

（記録の整備）

第４１条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品

及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録について、

その完結の日から５年間保存しなければならない。

(1) 従業者に係る次に掲げる記録

ア 勤務の体制についての記録

イ その職務に従事するに当たって必要な資格を証する書面の写し

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護の費用の請求に関して国民健康保険

団体連合会に提出したものの写し

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予

防認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から５年間保存しなければならない。

(1) 介護予防認知症対応型通所介護計画

(2) 第２２条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第４３条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第２５条の規定による市への通知に係る記録

(5) 第３７条第２項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第３８条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついての記録

(7) 前条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

第４節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針）

第４２条 指定介護予防認知症対応型通所介護は、利用者の介護予防に資する

よう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、自らその提供する指定介護

予防認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければ

ならない。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立

三 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

１ 介護予防認知症対応型通所介護

(１) 指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針

予防基準第 41条にいう指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方
針について、特に留意すべきところは、次のとおりである。

① 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護予防とは、

単に高齢者の運動機能や栄養改善といった特定の機能の改善だけを目指す

ものではなく、これらの心身機能の改善や環境調整等を通じて、一人ひとり

の高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むこ
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した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものである

ことを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者がその有する能力を

最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めること

とし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わな

いよう配慮しなければならない。

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ること

その他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働

きかけに努めなければならない。

とができるよう支援することを目的として行われるものであることに留意

しつつ行うこと。

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可

欠であることから、サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるよ

うコミュニケーションの取り方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きか

けを行うよう努めること。

③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う形でのサー

ビス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの

依存を生み出している場合があるとの指摘を踏まえ、「利用者の自立の可能

性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力を

阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。

④ 提供された指定地域密着型介護予防サービスについては、介護予防認知症

対応型通所介護計画に定める目標達成の度合いや利用者及びその家族の満

足度等について常に評価を行うなど、その改善を図らなければならないもの

であること。

⑤ 同条第 11号は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、
介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、常に新しい技

術を習得する等、研鑽を行うべきものであることとしたものである。

⑥ 同条第 12号から第 14 号は、事業者に対して地域密着型介護予防サービス
の提供状況等について介護予防支援事業者に対する報告の義務づけを行う

とともに、介護予防認知症対応型通所介護計画に定める計画期間終了後の当

該計画の実施状況の把握（モニタリング）を義務づけるものである。介護予

防支援事業者に対する実施状況等の報告については、サービスが介護予防サ

ービス計画に即して適切に提供されているかどうか、また、当該計画策定時

から利用者の状態等が大きく異なることとなっていないか等を確認するた

めに行うものであり、毎月行うこととしている。

また、併せて、事業者は介護予防認知症対応型通所介護計画に定める計画

期間が終了するまでに１回はモニタリングを行い、利用者の介護予防認知症

対応型通所介護計画に定める目標の達成状況の把握等を行うこととしてお

り、当該モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化が認められる場

合等については、担当する介護予防支援事業者等とも相談の上、必要に応じ

て当該介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うこととしたもので

ある

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） (２) 指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針
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第４３条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第５条に規定する基

本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる

ものとする。

(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、主治の医師又は

歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法によ

り、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の

状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、前号に規定する利

用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防認知症対応型

通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サー

ビスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を作

成するものとする。

(3) 介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成

されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対

応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家

族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対

応型通所介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通所介護計

画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者が住み慣

れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活

動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、適切に行うものとす

る。

(7) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者一人一人

の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることがで

きるよう配慮して行うものとする。

(8) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護予防認知症

対応型通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行

うものとする。

(9) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、

理解しやすいように説明を行うものとする。

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又

① 予防基準第 42条第１号及び第２号は、管理者は、介護予防認知症対応型
通所介護計画を作成しなければならないこととしたものである。介護予防認

知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、主治医又は主治の歯科医師か

らの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者

の状況を把握・分析し、介護予防認知症対応型通所介護の提供によって解決

すべき問題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、支援の方向性
や目標を明確にし、提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明

らかにするものとする。なお、介護予防認知症対応型通所介護計画の様式に

ついては、事業所ごとに定めるもので差し支えない。

② 同条第３号は、介護予防認知症対応型通所介護計画は、介護予防サービス

計画（法第８条の２第 16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下
同じ。）に沿って作成されなければならないこととしたものである。

なお、介護予防認知症対応型通所介護計画の作成後に介護予防サービス計

画が作成された場合は、当該介護予防認知症対応型通所介護計画が介護予防

サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとす

る。

③ 予防基準第 42条第４号、第５号、第８号及び第９号は、サービス提供に
当たっての利用者又はその家族に対する説明について定めたものである。即

ち、介護予防認知症対応型通所介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及

び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、その内容について

説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づけることにより、サービ

ス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しようとするものである。管

理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画の目標や内容等について、利用

者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況

や評価についても説明を行うものとする。

また、介護予防認知症対応型通所介護計画を作成した際には、遅滞なく利

用者に交付しなければならず、当該介護予防認知症対応型通所介護計画は、

予防基準第 40条第２項の規定に基づき、２年間保存しなければならないこ
ととしている。

④ 予防基準第 42条第７号は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に
当たっては、利用者が日常生活を送る上で自らの役割を持つことにより、達

成感や満足感を得、自信を回復するなどの効果が期待されるとともに、利用

者にとって自らの日常生活の場であると実感できるよう必要な支援を行わ

なければならないこととしたものである。
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は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。

(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者
の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(12) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進

歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(13) 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介護予防認知症対応型通所介

護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型通

所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なく

とも１回は、当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握（以

下この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。

(14) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの

結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画

を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(15) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの

結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行

うものとする。

(16) 第１号から第１４号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応

型通所介護計画の変更について準用する。

⑤ 同条第 10号は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、
介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、常に新しい技

術を習得する等、研鑽を行うべきものであることとしたものである。

⑥ 同条第 11号から第 13号は、事業者に対して地域密着型介護予防サービス
の提供状況等について介護予防支援事業者に対する報告の義務づけを行う

とともに、介護予防認知症対応型通所介護計画に定める計画期間終了後の当

該計画の実施状況の把握(モニタリング)を義務づけるものである。介護予防
支援事業者に対する実施状況等の報告については、サービスが介護予防サー

ビス計画に即して適切に提供されているかどうか、また、当該計画策定時か

ら利用者の状態等が大きく異なることとなっていないか等を確認するため

に行うものであり、毎月行うこととしている。

また、併せて、事業者は介護予防認知症対応型通所介護計画に定める計画

期間が終了するまでに１回はモニタリングを行い、利用者の介護予防認知症

対応型通所介護計画に定める目標の達成状況の把握等を行うこととしてお

り、当該モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化が認められる場

合等については、担当する介護予防支援事業者等とも相談の上、必要に応じ

て当該介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うこととしたもので

ある。

⑦ 介護予防サービス計画に基づきサービスを提供している指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者については、第３の一の４の(17)⑫を準用する。
この場合において、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画」とあるのは

「介護予防認知症対応型通所介護計画」と読み替えるものとする。

第３章 介護予防小規模多機能型居宅介護

第１節 基本方針

第４４条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能

型居宅介護（以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。）の事業

は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わ

せ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民

との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利

用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上

を目指すものでなければならない。

第２節 人員に関する基準
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（従業者の員数等）

第４５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。）ごとに置く

べき指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者」という。）の員数は、夜間及び深夜の

時間帯以外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通い

サービス（登録者（指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下

この章において同じ。）を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に通わ

せて行う介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同

じ。）の提供に当たる者をその利用者（当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス

基準条例第８３条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をい

う。以下この章において同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小

規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着

型サービス基準条例第８２条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をい

う。以下この章において同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防小規模多機

能型居宅介護又は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次

節において同じ。）の数が３又はその端数を増すごとに１以上及び訪問サービ

ス（介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該

居宅において行う介護予防小規模多機能型居宅介護（第７項に規定する本体

事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本

体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅

介護を、同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項に

規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者

の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。

以下この章において同じ。）の提供に当たる者を１以上とし、夜間及び深夜の

時間帯を通じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予
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防小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務（夜間及

び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第５項において

同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な

数以上とする。

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受け

る場合は、推定数による。

３ 第１項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は、常

勤でなければならない。

４ 第１項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は、看

護師又は准看護師でなければならない。

５ 宿泊サービス（登録者を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に宿

泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護（第７項に規定する本体

事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該

本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合

に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機

能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章において同じ。）の利用者がいな

い場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービ

スを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第１項の規定に

かかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直

勤務に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができ

る。

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を

満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲

げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の

右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に

掲げる施設等の職務に従事することができる。

当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事

業所に中欄に掲げる施

設等のいずれかが併設

されている場合

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指

定地域密着型特定施設、指定地域密着型介

護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、

介護老人保健施設又は介護医療院

介護職員
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７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居

宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上

の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第１９３条

第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）により設

置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所（同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）であっ

て当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小

規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章において「本

体事業所」という。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）

に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従

業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められる

ときは、１人以上とすることができる。

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所におい

て宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多

機能型居宅介護従業者（指定地域密着型サービス基準条例第１９３条第１項

に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。）により当該サテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行

われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

９ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の

処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かない

当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事

業所の同一敷地内に中

欄に掲げる施設等のい

ずれかがある場合

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービ

ス事業を行う事業所、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着

型通所介護事業所又は指定認知症対応型

通所介護事業所

看護師又は

准看護師
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ことができる。

１０ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る指定介護

予防サービス等（法第８条の２第１６項に規定する指定介護予防サービス等

をいう。以下同じ。）の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護

計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、

当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所に併設する第６項の表の当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場

合の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

１１ 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了してい

る者でなければならない。

１２ 第１０項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテ

ライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して指定

介護予防サービス等の利用に係る計画の作成が適切に行われるときは、介護

支援専門員に代えて、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従

事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者（第６８条に

おいて「研修修了者」という。）を置くことができる。

１３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅

介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第

８３条第１項から第１２項までに規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（平２７条例２２・平３０条例１３・一部改正）

（管理者）

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。

２ 前項本文及び指定地域密着型サービス基準条例第１９４条第１項の規定に
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かかわらず、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がな

い場合は、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理

者は、本体事業所の管理者をもって充てることができるものとする。

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター（老人

福祉法第２０条の２の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下

同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定複合型サービス事業所（指定地域密着型サービス基準条例第１９

５条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）、指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等（介

護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。次条、第７

３条第３項及び第７４条において同じ。）として３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修

了しているものでなければならない。

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者）

第４７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護

老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等とし

て認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若

しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労

働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

第３節 設備に関する基準

（登録定員及び利用定員）

第４８条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員（登

録者の数（当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多

機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定地域

密着型サービス基準条例第８３条第１項に規定する登録者の数の合計数）の

上限をいう。以下この章において同じ。）を２９人（サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、１８人）以下とする。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内におい

て、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員（当該指定介護予防小規模多
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機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当たりの利用者の数の上

限をいう。以下この章において同じ。）を定めるものとする。

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人を超え

る指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じ

て次の表に定める利用定員、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所にあっては、１２人）まで

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３分の１から９人（サテライト

型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、６人）まで

（設備及び備品等）

第４９条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、

宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定介

護予防小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなけれ

ばならない。

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居間及び食堂 機能を十分に発揮しうる適当な広さを有するものとし、そ

の面積は、３平方メートルに通いサービスの利用定員を乗じて得た面積以上

とすること。

(2) 宿泊室

ア 一の宿泊室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認め

られる場合は、２人とすることができるものとする。

イ 一の宿泊室の床面積は、７．４３平方メートル以上としなければならな

い。

ウ ア及びイを満たす宿泊室（以下「個室」という。）以外の宿泊室を設ける

場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね７．４３平

方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じ

て得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保

されたものでなければならない。

登録定員 利用定員

２６人又は２７人 １６人

２８人 １７人

２９人 １８人
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エ プライバシーが確保された居間については、ウの個室以外の宿泊室の面

積に含めることができる。

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介

護予防小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の

機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度

に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにし

なければならない。

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介

護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護

の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第８

７条第１項から第４項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第４節 運営に関する基準

（心身の状況等の把握）

第５０条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員（第４５条第１２項

の規定により、介護支援専門員を配置していないサテライト型指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。

以下この条及び第６８条において同じ。）が開催するサービス担当者会議（介

護支援専門員が指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成のために指

定介護予防サービス等の利用に係る計画の原案に位置付けた指定介護予防サ

ービス等の担当者を招集して行う会議（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレ

ビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）を

いう。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健

医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならな

い。
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（介護予防サービス事業者等との連携）

第５１条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、介護予防サービス事業者その

他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護を提供するに当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、

主治の医師との密接な連携に努めなければならない。

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な

指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の

提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。

（身分を証する書類の携行）

第５２条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証す

る書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたとき

は、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

（利用料等の受領）

第５３条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サー

ビスに該当する指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際には、そ

の利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介

護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額

を控除して得た額の支払を受けるものとする。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに

該当しない指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者

から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係

る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じな

いようにしなければならない。

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前２項の支払を受ける額

のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者
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に対して行う送迎に要する費用

(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪

問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額

(3) 食事の提供に要する費用

(4) 宿泊に要する費用

(5) おむつ代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供

において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるもの

に係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費

用

４ 前項第３号及び第４号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定め

るところによるものとする。

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、第３項の費用の額に係る

サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当

該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければ

ならない。

（身体的拘束等の禁止）

第５４条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならない。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の身体的拘束等を行

う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録しなければならない。

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等
を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定
期的に実施すること。

（法定代理受領サービスに係る報告）
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第５５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市（法第５

４条の２第９項において準用する法第４１条第１０項の規定により法第５４

条の２第８項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連

合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対し、

指定介護予防サービス等の利用に係る計画において位置付けられている指定

介護予防サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関

する情報を記載した文書を提出しなければならない。

（利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付）

第５６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者

からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直近の指定介護予防サー

ビス等の利用に係る計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければな

らない。

（緊急時等の対応）

第５７条 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた

場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等

の必要な措置を講じなければならない。

（運営規程）

第５８条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及

び宿泊サービスの利用定員

(5) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の

額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項
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(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項

（定員の遵守）

第５９条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通

いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サー

ビスの利用は、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、

一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。なお、災害

その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

２ 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、

地域の実情により当該地域における指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

効率的運営に必要であると市が認めた場合は、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業者は、市が認めた日から法第１１７条第１項の規定による本市

の介護保険事業計画（以下この項において「介護保険事業計画」という。）の

終期まで（市が次期の介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替

サービスを整備するよりも既存の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の介護

保険事業計画の終期まで）に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サ

ービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行

うことができる。

（非常災害対策）

第６０条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する

具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、

それらを定期的に介護予防小規模多機能型居宅介護従業者に周知するととも

に、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実

施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

（協力医療機関等）

第６１条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連
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携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力

医療機関を定めておかなければならない。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医

療機関を定めておくよう努めなければならない。

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確

保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健

施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければなら

ない。

（調査への協力等）

第６２条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定介護

予防小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、適切な

指定介護予防小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するた

めに市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合に

おいては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

第６３条 削除

（居住機能を担う併設施設等への入居）

第６４条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用

者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、

利用者が第４５条第６項に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場

合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置）

第６４条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの

質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開

催しなければならない。

（記録の整備）

第６５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備
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品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録につい

て、その完結の日から５年間保存しなければならない。

(1) 従業者に係る次に掲げる記録

ア 勤務の体制についての記録

イ その職務に従事するに当たって必要な資格を証する書面の写し

(2) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の費用の請求に関して国民健康保

険団体連合会に提出したものの写し

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その

完結の日から５年間保存しなければならない。

(1) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画

(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画

(3) 次条において準用する第２２条第２項の規定による提供した具体的なサ

ービスの内容等の記録

(4) 第５４条第２項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 次条において準用する第２５条の規定による市への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第３７条第２項の規定による苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第３８条第２項の規定による事故の状況及び事故

に際して採った処置についての記録

(8) 次条において準用する第４０条第２項に規定する報告、評価、要望、助言

等の記録

（準用）

第６６条 第１２条から第１６条まで、第２２条、第２４条、第２５条、第２７

条、第２９条、第２９条の２、第３２条から第４０条まで（第３８条第４項

を除く。）の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準

用する。この場合において、第１２条第１項中「第２８条に規定する運営規

程」とあるのは「第５８条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第

２９条第３項及び第４項、第２９条の２第２項、第３２条第２項第１号及び

第３号、第３３条第１項並びに第３８条の２第１号及び第３号中「介護予防

認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介

護従業者」と、第２７条第２項中「この節」とあるのは「第３章第４節」と、

第２９条第３項及び第３３条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」と

あるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第４０条第１項中
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「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介

護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「６月」とある

のは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの

提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針）

第６７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護は、利用者の介護予防に資す

るよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定介

護予防小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、

常にその改善を図らなければならない。

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで

自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするもので

あることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者がその有する能力

を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めるこ

ととし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わ

ないよう配慮しなければならない。

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図る

ことその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切

な働きかけに努めなければならない。

２ 介護予防小規模多機能型居宅介護

(１) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針

予防基準第 65条にいう指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱
方針について、特に留意すべきところは、次のとおりである。

① 介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、一人ひとりの高齢

者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことがで

きるよう支援することを目的として行われるものであることに留意しつつ

行うこと。

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可

欠であることから、サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるよ

うコミュニケーションの取り方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きか

けを行うよう努めること。

③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う形でのサー

ビス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの

依存を生み出している場合があるとの指摘を踏まえ、「利用者の自立の可能

性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力を

阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。

④ 提供された地域密着型介護予防サービスについては、介護予防小規模多機

能型居宅介護計画に定める目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足

度等について常に評価を行うなど、その改善を図らなければならないもので

あること。

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針）

第６８条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は、第４４条に規定す

る基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところに

よるものとする。

(1) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、主治の医師又

は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の

状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を

行うものとする。

(２) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針

① 予防基準第 66条第１号から第３号は、介護支援専門員は、指定介護予防
サービス等の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画を

作成しなければならない（サテライト事業所の介護予防小規模多機能型居宅

介護計画については研修修了者が作成するものである。）こととしたもので

ある。このため、介護支援専門員は、地域包括支援センター（介護予防支援

事業者）の職員が行う業務と同様の業務を行うことになる。

また、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、主治医
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(2) 介護支援専門員は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望

を踏まえて、指定介護予防支援等基準条例第３３条各号に掲げる具体的取組

方針及び指定介護予防支援等基準条例第３４条各号に掲げる留意点に沿っ

て、指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成するものとする。

(3) 介護支援専門員又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所の研修修了者（以下この条において「介護支援専門員等」という。）は、

第１号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、

サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防小規模多機能型居宅介護計

画を作成するともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を

勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合

わせた介護を行わなければならない。

(4) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当た

っては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な

活動の確保に努めなければならない。

(5) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当た

っては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同

意を得なければならない。

(6) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際

には、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければ

ならない。

(7) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者が住み

慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域

活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている

環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組

み合わせることにより、適切に行うものとする。

(8) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者一人一

人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日

常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(9) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護予防小規

模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援

を行うものとする。

(10) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に

又は主治の歯科医師からの情報伝達や介護支援専門員が開催するサービス

担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の状況を把握・分析し、

指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供によって解決すべき問題状況

を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、支援の方向性や目標を明確に
し、提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするもの

とする。なお、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の様式については、事

業所ごとに定めるもので差し支えない。

② 同条第４号に定める「多様な活動」とは、地域の特性や利用者の生活環境

に応じたレクリエーション、行事、園芸、農作業などの利用者の趣味又は嗜

好に応じた活動等をいうものである。

③ 同条第５号、第６号、第９号及び第 10号は、サービス提供に当たっての
利用者又はその家族に対する説明について定めたものである。即ち、介護予

防小規模多機能型居宅介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を

踏まえて作成されなければならないものであり、その内容について説明を行

った上で利用者の同意を得ることを義務づけることにより、サービス内容等

への利用者の意向の反映の機会を保障しようとするものである。管理者は、

介護予防小規模多機能型居宅介護計画の目標や内容等について、利用者又は

その家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価

についても説明を行うものとする。

また、介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、遅滞なく

利用者に交付しなければならず、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画

は、予防基準第 63条第２項の規定に基づき、２年間保存しなければならな
いこととしている。

④ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の制度上は週１回程度の利用でも

所定点数の算定は可能であるが、利用者負担等も勘案すれば、このような利

用は必ずしも合理的ではなく、運営推進会議に通いサービスの回数等を報告

し、適切なサービス提供であるかどうかの評価を受けることが必要となるも

のである。

指定介護予防小規模多機能型居宅介護は、通いサービスを中心として、利

用者の様態や希望に応じて、訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせてサ

ービスを提供するという弾力的なサービス提供が基本であり、宿泊サービス

の上限は設けず、重度の者であれば、運営推進会議に対し報告し、評価を受

けることを前提として、ほぼ毎日宿泊する形態も考えられる。しかしながら、

ほぼ毎日宿泊するような者が増え、他の利用者の宿泊に対応できないような
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行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につ

いて、理解しやすいように説明を行うものとする。

(11) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、通いサービ

スの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはなら

ない。

(12) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービス

を利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連

絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切な

サービスを提供しなければならない。

(13) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサ

ービスの提供の開始時から、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記

載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当

該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の実施状況の把握（以下この条にお

いて「モニタリング」という。）を行うとともに、利用者の様態の変化等の把

握を行うものとする。

(14) 介護支援専門員等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護

予防小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。

(15) 第１号から第１３号までの規定は、前号に規定する介護予防小規模多機

能型居宅介護計画の変更について準用する。

状況になれば、他の利用者が適切にサービスが利用できるよう調整を行うこ

とが必要となるものである。

⑤ 予防基準第 66条第 11号に定める「通いサービスの利用者が登録定員に比
べて著しく少ない」とは、登録定員のおおむね３分の１以下が目安となる。

登録定員が 25人の場合は通いサービスの利用者が８人以下であれば、著し
く少ない状態といえる。

⑥ 同条第 12号に定める「適切なサービス」とは、１の利用者に対して、通
いサービス、宿泊サービス及び訪問サービスを合わせて概ね週４回以上行う

ことが目安となるものである。指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

は、通いサービス、宿泊サービス及び訪問サービスを提供しない日であって

も、電話による見守りを含め、利用者に何らかの形で関わることが望ましい。

なお、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に

限られないため、利用者宅を適宜訪問し、見守りの意味で声かけ等を行った

場合でも訪問サービスの回数に含めて差し支えない。

⑦ 同条第 13号及び第 14号は、介護支援専門員又は研修修了者は、介護予防
小規模多機能型居宅介護計画に定める計画期間が終了するまでに１回はモ

ニタリングを行い、利用者の介護予防小規模多機能型居宅介護計画に定める

目標の達成状況の把握等を行うこととしており、当該モニタリングの結果に

より、解決すべき課題の変化が認められる場合等については、必要に応じて

当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うこととしたもので

ある。

⑧ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所において短期利用介護予防居宅

介護費を算定する場合で、介護予防サービス計画に基づきサービスを提供し

ている介護予防小規模多機能型居宅介護事業者については、第３の四の４の

(９)④を準用する。この場合において、「小規模多機能型居宅介護計画」とあ
るのは「介護予防小規模多機能型居宅介護計画」と読み替えるものとする。

（介護等）

第６９条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生

活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利

用者の負担により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における介護予防

小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならな

い。

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他

(３) 介護等

① 予防基準第 67条第１項で定める介護サービスの提供に当たっては、利用
者の心身の状況に応じ、利用者がその自主性を保ち、意欲的に日々の生活を

送ることが出来るように介護サービスを提供し又は必要な支援を行うもの

とする。その際、利用者の人格に十分に配慮しなければならない。

② 同条第２項は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護

予防小規模多機能型居宅介護のサービスを事業所の従業者に行わせなけれ

ばならないことを定めたものであり、例えば、利用者の負担によって指定介
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の家事等は、可能な限り利用者と介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が

共同で行うよう努めるものとする。

護予防小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあって

はならない。ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の負担に

より、介護予防訪問入浴介護等のサービスの利用に供することは差し支えな

い。

③ 同条第３項は、利用者が介護従業者と食事や清掃、洗濯、買物、園芸、農

作業、レクリエーション、行事等を可能な限り共同で行うことによって良好

な人間関係に基づく家庭的な生活環境の中で日常生活が送れるようにする

ことに配慮したものである。

（社会生活上の便宜の提供等）

第７０条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機

会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努

めなければならない。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が日常生活を営む

上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うこ

とが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならな

い。

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連

携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めな

ければならない。

(４) 社会生活上の便宜の提供等

① 予防基準第 68条第１項は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者
は画一的なサービスを提供するのではなく、利用者の外出の機会の確保その

他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めることと

したものである。

② 同条第２項は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、郵便、証

明書等の交付申請等、利用者が必要とする手続等について、利用者又はその

家族が行うことが困難な場合は、原則としてその都度、その者の同意を得た

上で代行しなければならないこととするものである。特に金銭にかかるもの

については書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後はその都

度本人に確認を得るものとする。

③ 同条第３項は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の

家族に対し、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の会報の送

付、当該事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等によって利用者とその

家族が交流できる機会等を確保するよう努めなければならないこととする

ものである。

第４章 介護予防認知症対応型共同生活介護

第１節 基本方針

第７１条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型

共同生活介護（以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。）の

事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居（法第８条の２

第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。）において、

家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他

の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維

持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなけ
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ればならない。

第２節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第７２条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者（以下「指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という。）ごとに

置くべき指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者（以

下「介護従業者」という。）の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ご

とに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居

の利用者（当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症

対応型共同生活介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第１１１条第

１項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。）の

指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と

指定認知症対応型共同生活介護（指定地域密着型サービス基準条例第１１０

条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所

における指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症対応型共同

生活介護の利用者。以下この条及び第７５条において同じ。）の数が３又はそ

の端数を増すごとに１以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以

上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤

務（宿直勤務を除く。）をいう。以下この項において同じ。）を行わせるため

に必要な数以上とする。ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業所の有する共同生活住居の数が３である場合において、当該共同生活

住居が全て同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握

及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者

の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員

数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて２以上の介護従業者に夜間及び深夜の

勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受け

る場合は、推定数による。

３ 第１項の介護従業者のうち１以上の者は、常勤でなければならない。
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４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居

宅介護事業所が併設されている場合において、前各項に定める員数を満たす

介護従業者を置くほか、指定地域密着型サービス基準条例第８３条に定める

指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機

能型居宅介護従業者を置いているときは、当該介護従業者は、当該小規模多

機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に

係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって介護予防認知症対応

型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らそ

の職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の

処遇に支障がない場合は、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所における他の職務に従事することができるものとする。

６ 前項の計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している

者でなければならない。

７ 第５項の計画作成担当者のうち１以上の者は、介護支援専門員をもって充

てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所

の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、

利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。

８ 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業

務を監督するものとする。

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって、

指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３

年以上の経験を有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者により

設置される当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生活介護の

提供に係る支援を行うもの（以下この章において「本体事業所」という。）と

の密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）については、介護支

援専門員である計画作成担当者に代えて、第６項の別に厚生労働大臣が定め

る研修を修了している者を置くことができる。

１０ 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相
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談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービ

スに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てる

ことができるものとする。

１１ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同

生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基

準条例第１１１条第１項から第１０項までに規定する人員に関する基準を満

たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

（管理者）

第７３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、

共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従

事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サ

テライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活

住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てる

ことができる。

３ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護

を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共

同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める

研修を修了しているものでなければならない。

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者）

第７４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養

護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等とし

て、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス

若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者で

あって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければなら

ない。
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第３節 設備に関する基準

第７５条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有

するものとし、その数は１以上３以下（サテライト型指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所にあっては、１又は２）とする。

２ 共同生活住居は、その入居定員（当該共同生活住居において同時に指定介

護予防認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の

上限をいう。第８３条において同じ。）を５人以上９人以下とし、居室、居間、

食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利

用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。

３ 一の居室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められ

る場合は、２人とすることができるものとする。

４ 一の居室の床面積は、７．４３平方メートル以上としなければならない。

５ 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流

の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程

度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるように

しなければならない。

７ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生

活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生

活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準

条例第１１４条第１項から第６項までに規定する設備に関する基準を満たす

ことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。

第４節 運営に関する基準

（入退居）

第７６条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援者であって認知

症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提

供するものとする。

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際

しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であ

ることの確認をしなければならない。

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療
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を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供するこ

とが困難であると認めた場合は、適切な他の指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業者、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じ

なければならない。

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際

しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならな

い。

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、

利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続

性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際して

は、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、介護予防支援

事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。

（サービスの提供の記録）

第７７条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては

入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居

の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を

記録しなければならない。

（利用料等の受領）

第７８条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サ

ービスに該当する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際に

は、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防認知症対応型共

同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サー

ビス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービス

に該当しない指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際にその利

用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防認知症対応型共同生活介

護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が

生じないようにしなければならない。
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３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前２項の支払を受ける

額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食材料費

(2) 理美容代

(3) おむつ代

(4) 前３号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型共同生活介護にお

いて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る

費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の費用の額に係る

サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当

該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければ

ならない。

（身体的拘束等の禁止）

第７９条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を

行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならない。

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等
を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。

（管理者による管理）

第８０条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、

指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予

防サービス（サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の

場合は、本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除
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く。）の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であ

ってはならない。ただし、当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、こ

の限りでない。

（運営規程）

第８１条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかな

ければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 利用定員

(4) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用

の額

(5) 入居に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第８２条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、

適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、従業者の

勤務の体制を定めておかなければならない。

２ 前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して

日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮

しなければならない。

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上

のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者（看護師、准

看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定

める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介

護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならな

い。

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な
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範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するた

めの方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

（定員の遵守）

第８３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居

室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得な

い事情がある場合は、この限りでない。

（協力医療機関等）

第８４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の

急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければなら

ない。

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を
行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めが
あった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第

１７項に規定する第２種協定指定医療機関（次項において「第２種協定指定

医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型イン

フルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規

定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決める

ように努めなければならない。

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第２種

協定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護
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事業所に速やかに入所させることができるように努めなければならない。

７ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科

医療機関を定めておくよう努めなければならない。

８ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の

確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保

健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければな

らない。

（介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止）

第８５条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事

業者又はその従業者に対し、要支援被保険者に対して当該共同生活住居を紹

介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事業者又

はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償と

して、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

（記録の整備）

第８６条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、

備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録につ

いて、その完結の日から５年間保存しなければならない。

(1) 従業者に係る次に掲げる記録

ア 勤務の体制についての記録

イ その職務に従事するに当たって必要な資格を証する書面の写し

(2) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の費用の請求に関して国民健康

保険団体連合会に提出したものの写し

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介

護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、

その完結の日から５年間保存しなければならない。

(1) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画

(2) 第７７条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第７９条第２項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第２５条の規定による市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第３７条第２項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第３８条第２項の規定による事故の状況及び事故
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に際して採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第４０条第２項に規定する報告、評価、要望、助言

等の記録

（準用）

第８７条 第１２条、第１３条、第１５条、第１６条、第２４条、第２５条、第

２７条、第２９条の２、第３２条から第３５条まで、第３７条から第４０条

まで（第３８条第４項及び第４０条第５項を除く。）、第５７条、第６０条、

第６２条及び第６４条の２の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介

護の事業について準用する。この場合において、第１２条第１項中「第２８

条に規定する運営規程」とあるのは「第８１条に規定する重要事項に関する

規程」と、同項、第２９条の２第２項、第３２条第２項第１号及び第３号、

第３３条第１項並びに第３８条の２第１号及び第３号中「介護予防認知症対

応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第２７条第２項中「こ

の節」とあるのは「第４章第４節」と、第４０条第１項中「介護予防認知症

対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応

型共同生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、

第５７条及び第６０条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とある

のは「介護従業者」と、第６０条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読

み替えるものとする。

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針）

第８８条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者の介護予防に資

するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定介

護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次に

掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図

らなければならない。

(1) 外部の者による評価
(2) 前条において準用する第４０条第１項に規定する運営推進会議における評
価

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならな

３ 介護予防認知症対応型共同生活介護

(１) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針

予防基準第 86条にいう指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取
扱方針について、特に留意すべきところは、次のとおりである。

① 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、一人ひとり

の高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援することを目的として行われるものであることに留意

しつつ行うこと。

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可

欠であることから、サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるよ

うコミュニケーションの取り方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きか

けを行うよう努めること。

③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う形でのサー
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いで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするも

のであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者がその有する能

力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努める

こととし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行

わないよう配慮しなければならない。

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に

図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう

適切な働きかけに努めなければならない。

ビス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの

依存を生み出している場合があるとの指摘を踏まえ、「利用者の自立の可能

性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力を

阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。

④ 提供された地域密着型介護予防サービスについては、介護予防認知症対応

型共同生活介護計画に定める目標達成の度合いや利用者及びその家族の満

足度等について常に評価を行うなど、その改善を図らなければならないもの

であること。

⑤ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、各都道府県の定める基

準に基づき、まず自ら評価を行った上で、各都道府県が選定した評価機関の

実施するサービス評価を受け、その評価結果を踏まえて総括的な評価を行

い、常にその提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の改善を

図らなければならないものであること。

また、評価の実施を担保する観点から、それらの結果を入居（申込）者及

びその家族へ提供するほか、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所に掲

示する方法や、市町村窓口、地域包括支援センターに置いておく方法、イン

ターネットを活用する方法などにより、開示しなければならないこととす

る。なお、自ら行う評価及び外部の者による評価に関する具体的な事項につ

いては、別に通知するところによるものである。

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針）

第８９条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の方針は、第７１条に規定

する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところ

によるものとする。

(1) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、主治の医師

又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身

の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握

を行うものとする。

(2) 計画作成担当者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望

を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、指定介護予防認知症対応型共同生

活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービ

スの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型共同生活介護計画を

作成するものとする。

(3) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当た

っては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等によ

(２) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針

① 予防基準第 87条第１号及び第２号は、計画作成担当者は、介護予防認知
症対応型共同生活介護計画を作成しなければならないこととしたものであ

る。介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、主治医又

は主治の歯科医師からの情報伝達等の適切な方法により、利用者の状況を把

握・分析し、介護予防認知症対応型共同生活介護の提供によって解決すべき

問題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、支援の方向性や目標
を明確にし、提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかに

するものとする。なお、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の様式につ

いては、事業所ごとに定めるもので差し支えない。

② 同条第３号でいう通所介護等の活用とは、介護保険給付の対象となる通所

介護ではなく、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者と通所介

護事業者との間の契約により、利用者に介護保険給付の対象となる通所介護

に準ずるサービスを提供するものである。また、その他の多様な活動とは、

地域の特性や利用者の生活環境に応じたレクリエーション、行事、園芸、農
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り、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

(4) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当た

っては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同

意を得なければならない。

(5) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際

には、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなけれ

ばならない。

(6) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者一人

一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で

日常生活を送ることができるよう配慮して行わなければならない。

(7) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、介護予防認

知症対応型共同生活介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な

支援を行わなければならない。

(8) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につ

いて、理解しやすいように説明を行わなければならない。

(9) 計画作成担当者は、他の介護従業者及び利用者が介護予防認知症対応型共

同生活介護計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者との

連絡を継続的に行うことにより、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に

基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型共同生活介

護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも

１回は、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握（以

下この条において「モニタリング」という。）を行うとともに、利用者の様態

の変化等の把握を行うものとする。

(10) 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予

防認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。

(11) 第１号から第９号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型

共同生活介護計画の変更について準用する。

作業などの利用者の趣味又は嗜好に応じた活動等をいうものである。

③ 同条第４号、第５号、第７号及び第８号は、サービス提供に当たっての利

用者又はその家族に対する説明について定めたものである。即ち、介護予防

認知症対応型共同生活介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を

踏まえて作成されなければならないものであり、その内容について説明を行

った上で利用者の同意を得ることを義務づけることにより、サービス内容等

への利用者の意向の反映の機会を保障しようとするものである。計画作成担

当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の目標や内容等について、

利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施

状況や評価についても説明を行うものとする。

また、介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、遅滞な

く利用者に交付しなければならず、当該介護予防認知症対応型共同生活介護

計画は、予防基準第 84条第２項の規定に基づき、２年間保存しなければな
らないこととしている。

④ 予防基準第 87条第６号は、利用者が共同生活を送る上で自らの役割を持
つことにより、達成感や満足感を得、自信を回復するなどの効果が期待され

るとともに、利用者にとって当該共同生活住居が自らの生活の場であると実

感できるよう必要な援助を行わなければならないこととしたものである。

⑤ 同条第９号及び第 10号は、計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共
同生活介護計画に定める計画期間が終了するまでに１回はモニタリングを

行い、利用者の介護予防認知症対応型共同生活介護計画に定める目標の達成

状況の把握等を行うこととしており、当該モニタリングの結果により、解決

すべき課題の変化が認められる場合等については、必要に応じて当該介護予

防認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うこととしたものである。

⑥ 介護予防認知症対応型共同生活介護事業所において介護予防短期利用認

知症対応型共同生活介護費を算定する場合で、介護予防サービス計画に基づ

きサービスを提供している介護予防認知症対応型共同生活介護事業者につ

いては、第３の四の４の(９)④を準用する。この場合において、「小規模多機
能型居宅介護計画」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護計画」

と読み替えるものとする。

（介護等）

第９０条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生

活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、

(３) 介護等

① 予防基準第 88条第１項で定める介護サービスの提供に当たっては、認知
症の状態にある利用者の心身の状況に応じ、利用者がその自主性を保ち、意

欲的に日々の生活を送ることが出来るようにすることを念頭に、利用者の精
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利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の者による

介護を受けさせてはならない。

３ 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で

行うよう努めるものとする。

神的な安定、行動障害の減少及び認知症の進行緩和が図られるように介護サ

ービスを提供し又は必要な支援を行うものとする。その際、利用者の人格に

十分に配慮しなければならない。

② 同条第２項は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所で提供され

るサービスは施設サービスに準じ、当該共同生活住居において完結する内容

であることを踏まえ、当該事業所の従業者でないいわゆる付添者による介護

や、居宅療養管理指導を除く他の居宅サービスを、入居者にその負担によっ

て利用させることができないこととしたものである。ただし、指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業者の負担により、通所介護等のサービスを利

用に供することは差し支えない。

③ 同条第３項は、利用者が介護従業者と食事や清掃、洗濯、買物、園芸、農

作業、レクリエーション、行事等を共同で行うことによって良好な人間関係

に基づく家庭的な生活環境の中で日常生活が送れるようにすることに配慮

したものである。

（社会生活上の便宜の提供等）

第９１条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又

は嗜好に応じた活動の支援に努めなければならない。
し

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営

む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行う

ことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければなら

ない。

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との

連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努め

なければならない。

(４) 社会生活上の便宜の提供等

① 予防基準第 89条第１項は事業者が画一的なサービスを提供するのではな
く、利用者が自らの趣味又は嗜好に応じた活動を行うことができるよう必要

な支援を行うことにより、利用者が充実した日常生活を送り、利用者の精神

的な安定、行動障害の減少及び認知症の症状の進行を緩和するよう努めるこ

ととしたものである。

② 同条第２項は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、郵便、

証明書等の交付申請等、利用者が必要とする手続等について、利用者又はそ

の家族が行うことが困難な場合は、原則としてその都度、その者の同意を得

た上で代行しなければならないこととするものである。特に金銭にかかるも

のについては書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後はその

都度本人に確認を得るものとする。

③ 同条第３項は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者

の家族に対し、当該共同生活住居の会報の送付、当該事業者が実施する行事

への参加の呼びかけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等を確

保するよう努めなければならないこととするものである。また、利用者と家

族の面会の場所や時間等についても、利用者やその家族の利便を図るものと

する。

附 則
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（施行期日）

第１条 この条例は、平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。

（経過措置）

第２条 第４１条、第６５条及び第８６条の規定は、施行日において現に保存

されている記録及び施行日以後の完結に係る記録について適用する。

第３条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成１８年政令第１５４

号）附則第３条の規定により指定介護予防認知症対応型通所介護事業者とみ

なされた者に係る第７条第２項及び第１１条第２項の規定の適用について

は、第７条第２項中「者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了し

ているもの」とあるのは「者」と、第１１条第２項中「者であって、第７条

第２項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるの

は「者」とする。

附 則（平成２７年３月２３日条例第２２号）

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年６月３０日条例第１８号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成３０年３月２２日条例第１３号）

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第４１条、第６５条及び第８６条の規定は、この条例の施行の日

において現に保存されている記録及び同日以後の完結に係る記録について適

用する。

附 則（平成３０年３月３０日条例第２２号）

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

第５章 雑則

（電磁的記録等）

第９２条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域 密着型介護

予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するものの

うち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報

第５ 雑則

１ 電磁的記録について

基準第 183条第１項及び予防基準第 90条第１項は、指定地域密着型サー
ビス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者等（以下「事業者

等」という。）の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、

この省令で規定する書面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存
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が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うこ

とが規定されている又は想定されるもの（第１５条第１項（第６６条

及び第８７条において準用する場合を含む。）及び第７７条第１項並びに次項

に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）により行うことができる。

２ 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サー

ビスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。のうち、この条例の規定において書面で行うこ

とが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の

承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人

の知覚によって認識することができない方法をいう。）によること

ができる。

等を次に掲げる電磁的記録により行うことができることとしたものである。

(１) 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法に

よること。

(２) 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方

法

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的

記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気デ

ィスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

(３) その他、基準第 183条第１項及び予防基準第 90条第１項において電磁
的記録により行うことができるとされているものは、(１)及び(２)に準じた
方法によること。

(４) また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。

２ 電磁的方法について

基準第 183条第２項及び予防基準第 90条第２項は、利用者及びその家族
等（以下「利用者等」という。）の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽

減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定されている又は想定さ

れる交付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）

について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法による

ことができることとしたものである。

(１) 電磁的方法による交付は、基準第３条の７第２項から第６項まで及び予

防基準第 11条第２項から第６項までの規定に準じた方法によること。
(２) 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意

思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令

和２年６月 19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。
(３) 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確に

する観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用

することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月 19
日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。
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(４) その他、基準第 183条第２項及び予防基準第 90条第２項において電磁
的方法によることができるとされているものは、(１)から(３)までに準じた
方法によること。ただし、基準若しくは予防基準又はこの通知の規定により

電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。

(５) また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守

すること。


